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(原子力資料情報室、特定放射性廃棄物小委員会委員)

パルシステム東京 脱原発学習会

トイレなきマンション？
「核のごみ」問題の今



自己紹介
〇2010年3月に渡韓。福島原発事故後、韓国の脱原発団体で3年間活動。大学院で

エネルギー政策、熟議民主主義、社会運動理論など学ぶ。2021年末帰国。
現在、ソウル大学環境大学院博士課程修了。

〇2022年2月から原発反対の民間研究機関「原子力資料情報室（CNIC）」で活動。
主に核ゴミ担当。

〇2022年4月から経済産業省の審議会である特定放射性廃棄物小委員会（旧「放射性
廃棄物ワーキンググループ（WG）」）委員就任
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２．おかしなことだらけの日本の核ごみ処分政策

３．寿都町での地域分断を人権の観点で見る

４．北海道で進行中の文献調査の問題点

５．佐賀県玄海町で文献調査が本格化

６．私たちにできること
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１．まずは核ごみ問題の基礎知識
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原子力施設関連のごみの種類

－高レベル放射性廃棄物と低レベル放射性廃棄物に区分
→経産省のHPではガラス固化されていない「高レベル放射性廃液」を不明記
（茨城県東海再処理工場にも存在）

－今日の講演では高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）中心にお話
－それ以外に福島原発事故由来の放射性廃棄物があるが、今回は省略
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ここを中心に
話します



核のごみとは

経済産業省（2016）

－原発の運転により使用済み核燃料が発生。原発建屋の貯蔵プールに保管。
－使用済み核燃料が核のごみではない（他ではこれが核のごみの国も多い）
－日本は使用済み核燃料を再処理し、ウランやプルトニウムを燃料として再利用しつつ、

その過程で発生する高レベル放射性廃液をガラス固化した上で処分
－ガラス固化された物体が「ガラス固化体」。これが高レベル放射性廃棄物、通称

核のごみと呼ばれる。
－すべての使用済み核燃料を再処理する計画 。全量再処理と呼ばれる。
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核燃料サイクルとは
－青森県六ヶ所村の再処理工場は年800トンの使用済み燃料を処理し、約7トンの

プルトニウム分離
－再処理で取り出したプルトニウムを再利用して作った燃料は「MOX燃料」と

呼ばれている。MOX燃料工場で製造(日本ではまだ完成せず)。
－再処理して製造したMOX燃料は高速増殖炉で使用予定だったが、開発うまくいかず。

→通常の原発（軽水炉）でMOX燃料を使用するプルサーマル発電実施中（現在4基）
→2030年度までに12基の原子力発電所でプルサーマルの実施を目指す

－再処理工場は1993年工事開始もいまだ完成せず

資料：経産省日本原燃HP

六ヶ所村再処理工場

電気事業連合会（2015）



ガラス固化体とは
－製造直後のガラス固化体の放射線量は20秒そばにいただけで死亡。表面温度200℃。
－キャニスターと呼ばれるステンレス製容器に注入して、専用の貯蔵施設で30〜50年間

冷却しながら貯蔵。その後、搬出して300メートル以深の地中に処分。
－ガラスは水に溶けにくく、化学的に安定しているため、長期間、放射性物質を

閉じ込めるのに優れている材料
－ガラス固化体は現在約2500本（多くが英仏への海外委託）。青森県六ヶ所村の
「高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター」に保管。

→「2045年までに県外の最終処分場に搬出」の約束
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核ごみの発生量と処分容量

包括的技術報告書（2021）

－現有の使用済み核燃料をすべて再処理すれば2万7000本のガラス固化体発生。
－最終処分場には約4万本を処分予定。
－TRU廃棄物（再処理過程で発生する燃料棒さや管やヨウ素吸着剤、作業服などの

低レベル放射性廃棄物）も処分対象。扱いが難しい放射線核種も。
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地層処分とは

－地下300~500ｍに処分
－人工バリアと天然バリアの多重バリア
－1999年の技術報告書で地層処分の技術基盤が整備。

2000年制定の最終処分法で規定。
－ガラス固化体の放射能は 1000 年後に約 1/3000、

1 万年後に約 1/10000 となるが、半減期が長い
核種もあるため、ウラン鉱石レベルに低下する
には10万年の隔離必要

－2001年から北海道の幌延深地層研究センターで研究

NUMO（2022） 10

電気事業連合会（2015）

写真：幌延深地層研究センターHP



地上施設と地下施設

NUMO（2022）

－ガラス固化体を４万本程度埋設できる施設を１ヶ所建設
－処分施設の規模は、地上施設が1〜2㎢程度、地下施設が6〜10 ㎢程度、坑道の

総延長は約200km
－専用輸送船と専用輸送車両及び専用の港湾と道路が必要

NUMO（2017）
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科学的特性マップ

－2017年に公表
－火山や活断層、地下深部の地盤の強度、

地温の状況など地層処分に関する
地域の科学的特性を4つに色分け

NUMO（2022）
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地層処分事業の全体図
－３段階の処分地選定プロセス：文献調査・概要調査・精密調査
－文献調査：過去の地震等の履歴、活断層・火山の位置などの文献を調査。2年程度。
－概要調査：空中や地表などでの物理探査、地表踏査やボーリング調査。4年程度。
－精密調査：地下施設を建設し、岩盤や地下水の特性に関する調査実施。14年程度。
－交付金：文献調査には2年で20億円、概要調査には4年で70億円。精密調査は未定。
－調査だけで20年、処分場の建設・操業・閉鎖を含めると事業は100年以上
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２．おかしなことだらけの日本の核ごみ処分政策
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数々のおかしな点
〇使用済み核燃料の全量再処理
－六ヶ所再処理工場は27回の延期、稼働見通し立たず。もんじゅ廃炉。プルサーマルは

かろうじて進むが使用済みMOX燃料処理できず。核燃料サイクル破綻。

〇地層処分
－世界的に採用されてはいるが、4つのプレートがぶつかり合う日本で可能か
－地層処分に批判的な専門家を交えた開かれた議論不足

〇最終処分法の目的
－「発電に関する原子力の適正な利用に資するため」つまり原発の安定的・継続的稼働

のための処分場探し
－核ごみの総量を規制する議論不可能

〇金銭的便益供与による選定作業
－文献調査で交付金20億円。財政が苦しい小さな自治体を金で釣る。住民の不信感

誘発。手を挙げた自治体の問題として矮小化。
－交付金による人口減や住民所得増加の効果はないか限定的



破綻している核燃料サイクル
－六ヶ所再処理工場は1993年建設開始。当初は1997年完成予定。トラブル続きで

2024年8月に27回目の稼働延期。
－2016年にもんじゅ廃炉決定。
－MOX燃料を通常の軽水炉で使うプルサーマル

発電を実施（4基）も、仏のMOX燃料製造不調で
玄海3号機と伊方3号機のMOX燃料使い切る。
2029年度以降の再開目指す。
→ 2030年度までに12基は絵空事。

－使用済みMOX燃料の再処理は技術的にさらに困難
→2030年代後半までに技術確立も絵空事

－海外では使用済み核燃料の直接処分が多い

図：FoE Japan（2022）を修正 16
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たまり続ける行き場のない使用済み核燃料

NUMO（2021）

－使用済燃料貯蔵量は計1万9000トン。貯蔵容量は2万4000トン。約80％占有。
－青森県六ケ所村の再処理施設にある貯蔵施設には約3000トンあり、ほぼ満杯
－核燃料サイクルを放棄をすると、約3000トンが送り返され、原発運転に支障

→空きを作るため青森県むつ市に中間貯蔵施設稼働(2024年11月)。山口県上関町でも
建設のための調査実施中。再処理工場稼働が無理のため実質最終処分場化のおそれ。
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使用済み核燃料の貯蔵状況



地層処分安全神話？

－4つのプレートがぶつかる日本で果たして現在の科学的知見で安全性は確保されたか？
－地層処分に懐疑的・批判的専門家も多数いる。2023年10月30日には地質学者ら

300人余が声明文「世界最大級の変動帯の日本に、地層処分の適地はない」発表
－技術報告書や科学的特性マップや文献調査段階の評価の考え方作成には地層処分に

批判的な専門家は参加せず。
→推進派に不都合な意見を聞かずにきた「原発安全神話」とよく似ていませんか？

小野（2023）
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地層処分は安全か？

－TRU廃棄物の中で、水溶性で長寿命の
放射性ヨウ素129は10数年で漏れだす

－NUMO（2011）の資料では安全基準より下回っている
が、想定によっては数万倍違ってくる

NUMO（2011） 小野（2023）



－稀頻度事象シナリオ（地殻変動や断層直撃、火山噴火など破壊的自然現象に処分場が
遭遇）ではより深刻な放射性物質の漏えいと被ばく可能性

－稀頻度事象における目安の線量
・発生直後（1 年間）：緊急時被ばく状況
（20〜100 mSv /y ）
・長期間の被ばく（2 年目以降）：現存被ばく
状況（1〜20 mSv/y）
→福島原発事故後の緩い被ばく基準を適用

地層処分は安全か？

NUMO（2021）
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－断層伸展ケース：サイト選定において回避できなかった断層（伏在断層や活動性が
低い断層、未成熟な断層など）が伸展し、極めて長期間の後の将来のある時期に
おいて処分場を直撃し、生活圏まで到達することによって、処分場に存在する
核種の新たな移行経路が形成。

－ヨウ素129の被ばく線量が1,000年後に年間4~14mSv（年間被ばく限度の4〜14倍）
－被爆するのは原発の利益を受けていない将来の人々。倫理的に許容できるか？

地層処分は安全か？

NUMO（2021） 21



法の目的は正しいか？

－特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（最終処分法）：2000年に制定。
高レベル放射性廃棄物の管理・処分に関して総合的に規定

－目的「発電に関する原子力の適正な利用に資するため」「発電に関する原子力に
係る環境の整備を図」るための最終処分政策実施
→原発の安定的・継続的稼働のために処分場を探す

－経済産業省が政策の基本方針を作成・公表。政策推進。処分事業を監督。
→事業推進と規制が分離せず。原子力規制庁が関与するのは

実質的に最終処分場建設許可のみ。
－事業者：NUMO（原子力発電環境整備機構）

→職員や資金はほぼ電力会社から出ており一心同体
－処分費用：約4兆円（積立額は現在367.3億円）

→電気料金として私たち市民が負担

経産省HP
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不健全な「理解促進」活動

〇対話型全国説明会
－160カ所以上で開催

〇「関心グループ」形成促進
－NUMO支援の下、全国で約180の

関心グループが勉強会や情報発信

－原発推進組織が社会的議論も担う歪んだ構造：諸外国では分離の例多い。
－全国各地で「対話型全国説明会」開催と「関心グループ」形成促進
－不都合な真実（破綻した核燃サイクル推進、批判派を排除した地層処分決定など）は

説明せず、手前勝手な「丁寧な説明」「理解の醸成」のみ繰り返す
→政策変更の議論できず。誤った政策を押し付けられるだけ。
→どんなに順調にいっても2045年までの最終処分場操業は不可能(青森県との約束違反)

経産省HP 経産省（2024）
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教育への介入

経産省2023

〇若者対象のイベント参加者の発言例
－寿都高校生「（六ヶ所村は）かつて過疎化が深刻な状況だったが、日本原燃の

受け入れ開始で地域と事業者が共生していく新たな地域社会の発展の形が芽生えた」
－ミライブプロジェクト学生「（六ヶ所村が）自分たちの手で生きていく町を作ると

いう信念と主体的な姿に感銘を受けた」
－シンポジウム登壇者「処分場を受け入れることにリスペクトするし、かっこいいと

考える若者がいる。受け入れれば結果としてチャンスが増える」
→原発推進勢力に都合のいい思想植え付け

・核燃料サイクルがうまく行っていない
・地層処分の安全性に論争がある
・原発マネーに依存する町づくり

これらに対する批判的思考を育てる
のが教育だが、教育に見せかけた
原発推進派の広報になっているのが
実態



公正さと透明性に欠ける処分場選定プロセス
－応募の権限：首長のみ。また国の申入受諾の権限も首長のみ。
－地域社会全体の合意形成を図る仕組みなし

→交付金目当ての首長の独断専行の可能性。地域の分断が構造的に起こる。
－各段階の次に進む場合には「都道府県知事と市町村長のご意見を聴き、尊重」し、

「その意見に反して先へ進まない」
→調査の撤回ではなく自治体に拒否権なし

－前提が誤った処分場政策の調査開始が首長に任され、ある意味かわいそう。
不公正な政策から来る重圧や負担を和らげるための「交付金＋密室交渉」。

経産省（2022）
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おととし改定された核ごみ基本方針

〇特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針の新たな施策
－2023年4月に閣議決定。4つの施策を追加。

→政府・NUMO・電力会社の合同チームが首長訪問し政策説明(2023年年7月から)
自治体名は非公表。すでに102以上の市町村訪問。

→関係府省庁連携の体制：経産省中心に省庁横断で、地域のニーズに応じた交付金の
使い方を相談・支援

「密室交渉で住民の合意形成軽視＋交付金で釣る」という悪い要素が増大

経産省（2023）



〇北海道幌延町
－幌延町は2000~2014年の累積事業費などが429億円。交付金は2004~2019年で30億円。
－地上施設工事は地元の建設業は潤ったが、地下施設は大手ゼネコンが受注。地元

業者は下請け。建設終われば発注額大幅減。
－財政力指数は近隣自治体よりもやや高いものの住民の課税所得は差異なし。
－人口減は食い止められず

→奮闘しているのは独自のホタテ養殖で努力した猿払村

松久保（2021）

原発マネーで町は豊かになる？
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分断を生む日本の核ごみ処分政策

・核燃料サイクル＋使用済み核燃料の全量再処理は経済・社会・環境的に不合理
・地層処分の安全性に対する社会的議論の不足
・原発の継続運転のための処分場探し
・交付金誘導と密室談合による不透明で非民主的な調査決定プロセス

政策変更を含めた議論を排除し、原発推進派が誤った処分政策を主導
原発推進派が責任回避のために「核ごみ処分調査が進行中」という演出

密室交渉と交付金により拙速で合意なき意思決定

28

おかしな政策の強行に対する（当然の）住民の反発
誤った国策により「地域に分断が持ち込まれる」不条理な政策の構造



私たちの責任とは？
〇核ごみ基本方針でうたう「責任」
－現世代の責任として将来世代に負担を先送りしない
－事業の実現が社会全体の利益、調査実施地域に対し敬意や感謝の念を広く共有

〇高野が考える「責任」
－核ごみ調査の受け入れは無責任な政策を受け入れ（核燃サイクル維持や原発の継続

運転…）、政府と電力会社の責任回避を許す(核ごみ製造物責任はどこへ？)ことに
つながらないか？

－安全性に不確実性が残る地層処分を実施することで、将来世代に取り返しのつかない
被害を与えうる。将来世代に選択肢を残すことも責任のあり方では？

－交付金による金銭的便益誘導の政策と不透明な選定プロセスで地域コミュニティ分断。
それを防ぐための現在の政策枠組みを変えることが責任なのでは？

どちらの「責任」がもっともらしいですか？
29



３．寿都町での地域分断を人権の観点で見る
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北海道・寿都町と神恵内村で文献調査

－2020年10月、北海道の寿都町が応募、神恵内村は政府の申し入れ受諾
－寿都町は人口約2800人、漁業や水産加工が中心。後志管区内ではふるさと納税1位。
－神恵内村は人口約780人

31NUMO（2022）北海道新聞（2024）



寿都町での応募のプロセス

－2020年2月、全員協議会で片岡町長が「（洋上風力の）促進地域の選定を有利にする
ためにも、核のごみの地層調査の勉強会をエネ庁の関係者を呼んでやりたい」

－6月、経産省・NUMO参加の説明会が非公開で町議や一部団体対象に開催
－8月13日、情報が漏れたこともあり、片岡町長が文献調査の応募検討を表明

→1週間後、反対の住民組織「子どもたちに核のゴミのない寿都を！町民の会」
（町民の会）」結成。署名運動、住民投票など要求

－9月、町の説明会開催。9回中7回が非公開。反対の声多い。
町長「肌感覚で賛成者が多いと感じている」

－10月9日、町長が応募を強行→11月に文献調査開始
－住民投票条例：町長制定。町長が投票時期を決め

50％以上の投票率で開票。
－2021年10月、片岡町長が調査反対派を破り再選

→地域の分断が現在まで続く

写真：www.nippon.com



地域の分断
－核ごみの話題避け、会話なくなる。仲たがい。挨拶しない。

→同学年の子どもの母親に対して「反対派と話している」と思われないか会話躊躇。
親友と思っていた人と賛否巡り口論し1年以上口聞かず。反対住民を陰で
「核のゴミ」と名指し。顔見知りだった町長と会っても目を合わせてくれず。

－賛成派・反対派が互いの店に行かなくなる
－神社の伝統的な祭りで、反対住民が仕切る地区には町長が行かない
－地元の川の氾濫で避難した調査反対住民の見舞いに町長が来ず
－学校に調査反対住民の企画したポスターを張ろうとすると「そちら側の人ね」。

でも推進側の企画はやる。
－観光ＰＲのためのNPO法人が設立されるも、その理事はすべて調査推進派
－関係修復の出口が見えない。概要調査に進まない決断をしたら解決ではない。
→2023年5月5日、町民の会が政府に公開質問状：地域分断が発生しても、政府は住民に

対して精神的苦痛の賠償や謝罪は行わないのか？
→経産省の回答「具体的な事実関係に応じて対応すべき」
→審議会での発言「地域の分断の検証は(政策の)当事者でもある国やＮＵＭＯが

行うことが適切だとは思わない」



対話の場
－根拠：基本方針に明記「概要調査地区等の選定に向けた調査の段階から、多様な関係

住民が参画し、最終処分事業について、情報を継続的に共有し、対話を行う場」
－処分事業だけではなく町づくりの議論も実施
－運営：寿都町と神恵内村ではNUMOと自治体
－構成員：寿都町では町役場指名。神恵内村では公募も実施。

原子力産業新聞

経産省（2022）
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対話の場の運営指針
－基本方針の運営指針

・多様な関係住民が参画し…積極的な活動が行われることが望ましい
・機構及び国は専門家等からの多様な意見や情報の提供の確保を含め…適切に支援

－NUMOの運営指針：公平性・中立性、透明性・公開性の確保など中身自体は悪くない

NUMO（2022）



寿都での不公正な運営
－多様な関係住民の参画⇔町長が指名したメンバーはほぼ調査賛成派。年齢や

ジェンダーにも偏り。
－専門家等からの多様な意見や情報の提供の確保⇔地層処分に批判的な専門家の意見

を一度も聞けず
－公平性・中立性⇔多数派の調査賛成派メンバーの要求ばかり反映し（関連施設へ

住民に視察・見学を促す）、少数派の反対派メンバーの要求を無視
－町づくりの議論：お金のかかる事業ばかり話す。町全体の利益や住民参加の視点なし。

→2021年4月に元通産官僚で原発推進の石川和男氏が寿都町地域振興アドバイザーに

・基本方針やNUMOの指針に違反した運営
・一方的な事業説明、広報活動や住民懐柔
・地域分断の解消どころか維持・助長に寄与
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地域分断と人権

－不透明で不公正な国策（最終処分政策）により地域分断が発生。権利侵害の問題。
－福島原発事故による「ふるさと剥奪」（関礼子, 2022）からの類推

・環境権侵害：人と自然がかかわる環境を奪われる
・社会関係資本の損傷：人と人とのつながりが断ち切られる
・平穏生活権侵害：地域の中で穏やかに生活する日常を奪われる
・人格権侵害：出身地の誇りを傷つけられる
・地域の伝統文化や無形文化財の消失の危機：地域の歴史を未来につなげていく

ことができない
→寿都：社会関係資本の損傷と平穏生活権侵害は重度。人格権侵害起こり、

地域の伝統文化への打撃発生

誤った国策による地域コミュニティの破壊
人権と人間の尊厳という視点が重要



４．北海道で進行中の文献調査の問題点
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文献調査とは

39

－報告書に引用した文献数は、寿都町では延べ994、神恵内村では延べ840
－評価項目：最終処分法の要件（規制委の考慮事項含）＆技術的観点＆経済社会的観点

→最終処分法の要件＆技術的観点：地層処分技術ワーキンググループ（WG）で審議
→経済社会的観点：特定放射性廃棄物小委員会で審議

経産省（2023）を一部修正



特定放射性廃棄物小委員会と地層処分技術WG
〇特定放射性廃棄物小委員会
－経産省傘下の高レベル核廃棄物政策を審議する諮問機関
－委員構成：社会科学・自然科学の各専門家12名。経産省が委嘱。地層処分推進が多数。

→地層処分に明確な反対は高野のみ。日本の原子力関係の審議会では相対的に
政府に批判的な立場の委員がいるにはいる。

いずれも経産省（2023）



特定放射性廃棄物小委員会と地層処分技術WG
〇地層処分技術WG
－特定放射性廃棄物小委員会委員の下部にあるWG
－委員構成：地層処分に係る自然科学・工学系の各専門家13名。関連学会から推薦だが

全員が日本での地層処分肯定。
－徳永委員長「地層処分と地上保管のどちらかが正しいと

いうことではなく社会としての判断。技術WGの多くの
委員は地層処分の方を取っている」
（2024年6月17日第4回小委）

政府やNUMOと厳しく対立してでも
安全側に立った意見を述べることは期待薄



文献調査の手順

42

NUMO（2024）

－地層処分技術WGでの審議後、2023年11月に経産省が「文献調査段階の評価の考え方」
策定



文献調査段階の評価の考え方

43経産省（2023）

－最終処分法での概要調査地区の選定基準変更
・最終処分法：「地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと」
「将来にわたって、地震等の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが

少ないことが見込まれること」
・評価の考え方：「記録がある」や「おそれが多い」ことが明らかなこと、

可能性が高いこと
→「記録がない」、「おそれが少ない」ことを確認することは難しいという理由。

何を根拠に「明らか」「可能性が高い」といえるのかについて明確ではない。
→「少しでもグレーならダメ」から「ほぼ黒ならダメ」へ変更



文献調査の評価項目
－1〜5が最終処分法、6が規制委の考慮事項
－7と8が「文献調査段階の評価の考え方」で追加（7は科学的特性マップに類似項目）

NUMO（2024）



文献調査段階の評価の考え方
１．断層等の基準
（ア） 後期更新世以降（約 12〜13万年前以降）の活動が否定できない震源として

考慮する活断層の断層面 
（イ） 後期更新世以降の活動が否定できない断層等のうち地震活動に伴って永久変位が

生じる断層の断層面及び変位を及ぼす地すべり面 
（ウ） 上記（ア）または（イ）以外の、地表における延長がおおむね10 km以上の

断層の断層面 
（エ） 上記（ア）〜（ウ）の断層コアの部分 

経産省（2023）



文献調査段階の評価の考え方
２．噴火(マグマの貫入と噴出)の基準
（ア）マグマの貫入等による人工バリアの破壊が生ずるような第四紀(現在から

約258万年前まで)における火山活動に係る火道、岩脈、カルデラ等の履歴が存在する。 
（イ）第四紀に活動した火山の活動中心からおおむね15キロメートル以内。 
（ウ）第四紀に活動した火山が存在しない場所であっても、新たな火山が生じる。

３．侵食の基準
（ア）過去 10万年程度における最大侵食量が最終処分を行おうとする地層の深度を

超えている。 
（イ）侵食による深度の減少を考慮すると、10万年後程度において、最終処分を

行おうとする地層について、70 mより更に深い深度を確保できない。 



文献調査段階の評価の考え方

４．第四紀の未固結堆積物の基準
（ア）第四紀（約258万年前以降）の地層であり 

かつ、 
（イ）未固結ないし固結度の低い砂質土や礫質土ならびに火山灰、火山礫、軽石等から

なる火山噴出物等。 

５．鉱物資源の基準
（ア） 現在稼働中または近年稼働していた、鉱山の鉱床等（炭田、油田、ガス田含む）。 

または、 
（イ） 経済的、技術的に採掘できる可採埋蔵量等の鉱量等（炭量等を含む）が、同様の

鉱種の現在稼働中または近年稼働していた鉱山の鉱床等（炭田、油田、ガス田含む）
と同等である鉱床等。



文献調査段階の評価の考え方

６．地熱資源の基準
（ア） 地温勾配（地下増温率）が100℃/キロメートルを大きく超える記録が確認

されている。 
または、 

（イ） 周辺数キロメートルまでの範囲において発電の用に供する生産井が
設置されている。



文献調査段階の評価の考え方
７．技術的観点からの評価
－放射性物質の閉じ込め機能：地形から推定される比較的大きい動水勾配 
－建設可能性の観点：坑内作業環境の維持対策における深い場所での高い地温 
－地質調査における地質環境特性データ取得の観点 ：各岩相の分布と特性の把握

８．経済社会的観点からの評価
① 文献調査段階では、処分場建設の観点で法規制上、土地利用が「原則許可されない

地域」の有無を確認する。あわせて、土地利用制限がある場合の許認可手続き等と
配慮すべき点を整理する。 

② そのうえで「原則許可されない地域」がある場合には、概要調査地区等の選定の
際の検討事項に加える。 

③ 現地調査に進む場合は、土地利用制限の状況に応じて、法規制等に対応する。



文献調査の審議過程
－2020年11月に北海道寿都町と神恵内村で文献調査開始
－23年10月30日に地学研究者ら300人余りが声明「世界最大級の変動帯の日本に、

地層処分の適地はない」発表
－11月2日経産省「文献調査段階の評価の考え方」

→それを基に報告書原案作成へ
－24年1月1日、能登半島地震が発生
－24年2月、文献調査報告書の原案が公開
－3月、声明「日本で地層処分はできない」に

ついて地層処分技術WGで議論。
→3名の声明呼びかけ人がWGに参加し議論。

－8月1日、文献調査原案の議論終了
－10月16日、岡村聡氏が磯谷溶岩の年代測定の

調査結果を発表
－11月22日、文献調査報告書が完成

50
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評価の考え方策定と原案作成の間に「声明」と「能登半島地震」



声明と能登半島地震

〇声明「日本に地層処分の適地はない」（2023年10月30日）
https://cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/902f6cbc42a46268054c87533439491b.pdf

・活断層が確認されていないところでも、しばしば大きな地震が発生している
・一般的には地下水の流れは遅いが、周辺の地質条件の変化でいかようにも

流動・流速に変化が生じる
・日本の地質条件で人工バリアが安全に機能し続けることは誰も保証できない。
・人工バリアに亀裂が発生し、周囲の岩盤の割れ目や断層に沿って地下水とともに

放射性物質が漏出する。

〇能登半島地震と地層処分
－深部地下水の上昇により複数の断層が破壊、

連動して大地震を引き起こしたと推測。
－声明文「日本列島において、今後 10 万

年間にわたる地殻の変動による岩盤の
脆弱性や深部地下水の状況を予測し、
地震の影響を受けない安定した場所を
具体的に選定することは、現状では不可能」

図：東京新聞

https://cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/902f6cbc42a46268054c87533439491b.pdf


地層処分技術WGでの「声明」の審議
－24年2月の第1回技術WGで文献調査報告書(案)が提示

→審議が本格化する前に小委員会委員の高野が声明呼びかけ人3人と「地層処分
技術WGへの提言」を発表。能登半島地震などの最新知見を反映した議論要求。
https://cnic.jp/50637

－声明の審議決定。3月29日第2回WGで呼びかけ人3人が出席し発表（岡村氏）。
発表時間は10分程度。小野・赤井両氏は3分程度の補足コメント。

https://cnic.jp/50637


〇白炭断層（地震の連動性）
－活断層は連動可能性を前提として評価すべき。
－政府の地震調査研究推進本部が2005年に公表した寿都南部にある黒松内低地断層帯の

長期評価では活断層の連動を一定程度評価している。
－報告書では白炭断層だけが個別断層として取り上げられており欠陥。

「声明」呼びかけ人の問題提起

経産省（2024）



「声明」呼びかけ人の問題提起
〇積丹半島西方断層（変動地形学の軽視）
－海底の地形から断層の存在を調査する変動地形学の方が、音波を出し、波形を見て、

地下の状態を調べる音波探査よりも精度が高い。
－音波探査に偏ったデータをもとに神恵内村の沖合に存在する積丹半島沖の活断層の

存在を否定することはおかしい。
－規制委も原発の安全性に関して

地球物理学的調査と
変動地形学的調査を
独立に評価すべきと言っている。

小野、岡村（2024）



「声明」呼びかけ人の問題提起
〇寿都の低周波地震（深部流体起源の地震及び地震の連動）
－能登半島地震では、地下の深部流体が群発地震の発生に関与し、大地震につながった。
－寿都湾内陸部の地下30kmで低周波地震が確認されているが、低周波地震の発生は

深部流体が関与していると指摘されている。
－黒松内低地断層帯との連動も起こりうる。候補地から除外すべき。
－報告書では新たな火山の可能性に限定した一面的な評価

経産省（2024）



「声明」呼びかけ人の問題提起
〇水冷破砕岩（寿都町・神恵内村の脆弱な岩盤特性）
－寿都町や神恵内村の多くの地域では、熱い溶岩が水中で急速に冷却されて生成された

水冷破砕岩(ハイアロクラスタイト)。
－水冷破砕岩は不均質で脆弱な岩盤なため地層処分に不適。候補地から除外すべき。

経産省（2024）



－議事運営の問題：声明呼びかけ人の主張に対する経産省やNUMOの反論に多くの時間。
委員からのコメントは2分ずつ。個別具体的な問題は十分議論されず疑念解消されず。
→2024年11月22日に報告書が完成・公告

－声明・提言・WGでの資料・補足意見書の主張内容は小委HPに資料として掲載。一連
の議論をまとめた審議報告を作成。声明呼びかけ人の反論も確認できる。
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/radioactive_waste/pdf/004_03_00.pdf

－当室ウェビナーも参照を：https://www.youtube.com/watch?v=_9EhaxKlZYA

－「泊原発を再稼働させない・核ゴミを持ち込ませない北海道連絡会」の要請文
・地層処分技術ＷＧにおける審議のあり方についての要望（2024年4月22日）
・寿都町・神恵内村での文献調査報告書（案）の審議のあり方についての要請（2024年6月11日）
・文献調査報告書案を承認したことに対する抗議文（2024年7月12日）

地層処分技術WGの審議の限界

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/radioactive_waste/pdf/004_03_00.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_9EhaxKlZYA


文献調査報告書の内容
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文献調査報告書の内容
〇寿都町
－概要調査候補地区：寿都町全域およびその沿岸海底下（海岸線から 15 km程度以内の

大陸棚の範囲）全域（科学的特性マップでオレンジの地域も概要調査OK！）
－留意事項：白炭断層、低周波地震の分布箇所、磯谷溶岩、水冷破砕岩など

NUMO（2024）



文献調査報告書の内容

NUMO（2024）



〇神恵内村
－概要調査候補地区：積丹岳から15 km以内の範囲を除いた範囲（科学的特性マップで

わかっていた事実）
－留意事項：水冷破砕岩は入ったが、積丹半島西方断層は入らず

文献調査報告書の内容

NUMO（2024）



今後の文献調査の行方
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－報告書公告後、縦覧と説明会の開催、市民の意見書提出(4月18日まで)
→NUMOが意見の概要とそれに対する見解を示した文書を首長に提出

－NUMOが概要調査実施計画を経産省に提出
－経産省が概要調査に進む認否を判断する前に知事と市長村長に意見を聞く

→寿都では町長が意見をする前に住民投票を実施（条例もあり）

経産省（2023）NUMO（2024）を一部修正



〇「安全性(あるいはリスク)」概念の政府・NUMOと市民との乖離
－報告書「広域的な現象である活断層や火山などの影響については基本的に

概要調査段階で把握し、概要調査の次の精密調査対象範囲から除外する」
→批判的専門家や市民にとってはかなりグレーに見えるものも「留意事項」で

逃げてかわす。
→政府やNUMOは「文献調査はいわば対話活動の一環」というが、そもそも

大したことも明らかにできない（しようとしない）文献調査では、ろくな
対話活動ができないことが証明された

〇社会的側面の無視
－政府が参考にするスウェーデンは社会的側面として地元の反対の強さを考慮

→経済社会的観点からの評価が狭すぎる(単なる土地利用の制限の確認だけ)
→スウェーデンの基準だったら寿都町は社会的側面でアウトでは？

文献調査報告書からわかる事実

実施する価値も見いだせない文献調査になぜ寿都町のコミュニティは
分断させられなければならなかったのか？不条理極まりない！



参考資料
〇審議会の参考資料
－地層処分に関する声明を踏まえた 技術的・専門的観点の審議報告

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/radioactive_waste/pdf/004_03_00.pdf

－核のごみに関する対話を考える市民プロジェクトの「対話の場への見解」
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/radioactive_waste/pdf/005_s05_00.pdf

〇「泊原発を再稼働させない・核ゴミを持ち込ませない北海道連絡会」の質問集
https://tomari-no-doren.jimdofree.com/20250112shitsumonshu/

〇原子力資料情報室ウェビナー
－核ごみ文献調査の技術的評価の問題点を考えよう（2023年7月19日）

https://www.youtube.com/watch?v=cyGnaWoyhpc

－地層処分技術WGへの提言 -より公正で科学的な議論のために-（2024年3月4日）
https://www.youtube.com/watch?v=_9EhaxKlZYA&t=934s

－文献調査報告書の問題点を知り、意見を提出しよう第1回第2回（2025年2月19日20日）
https://www.youtube.com/watch?v=JQ2xzrPFSJA

https://www.youtube.com/watch?v=3sH5XLED6_A

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/radioactive_waste/pdf/004_03_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/radioactive_waste/pdf/005_s05_00.pdf
https://tomari-no-doren.jimdofree.com/20250112shitsumonshu/
https://www.youtube.com/watch?v=3sH5XLED6_A
https://www.youtube.com/watch?v=_9EhaxKlZYA&t=934s
https://www.youtube.com/watch?v=3sH5XLED6_A
https://www.youtube.com/watch?v=3sH5XLED6_A


5．佐賀県玄海町で文献調査が本格化
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佐賀県玄海町の動き

－2024年4月15日に町内3団体が議会に文献調査推進の請願提出が表面化。
26日に本会議で賛成6反対3で可決。

－玄海町は全域が特性マップのシルバー。地下に炭田埋蔵。
－5月1日に国が調査申し入れ。10日に脇山町長が受け入れ表明。脇山町長は

「国民的議論を喚起する一石」のためであり、最終処分場を建設する考えはなし。
－6月10日に経産省が文献調査開始を認可
→この間、住民への説明なし！

西日本新聞（2024）佐賀新聞（2024）



シルバー地域で調査する意味があるのか？
〇国の説明
－シルバーであっても「鉱物の存在が確認されていない範囲もあり、調査をすれば

そうした範囲が確認できうることに留意する必要がある」
－玄海町もその全域で均一に鉱物資源の存在が確証されているわけではない。

〇批判的な専門家の意見
→鉱物資源の経済的価値は時代および

科学技術によって変動
→メタンガスなど可燃性ガス発生という

鉱物資源固有の地層処分の
安全性へのリスクは基準外

→規模の大小に関わらず、炭層の存在する地域はメタンガス突出のリスクが高く
地層処分の安全性に問題が生じうるという安全重視の側に立てば
玄海町での調査はあり得ない

経産省（2024）

ここでも政府の「安全性」の概念そのものが問われている



玄海町民へのアンケート

4

（3％)

83(71％)

30(26％)
賛成

反対

わからない

最終処分場を玄海町に作ることをどう思いますか？

－佐賀県の有志団体「玄海最終処分場を考える会」が実施
－2024年4月28日〜5月1日に玄海町民に電話調査。約120件の回答。
－最終処分場建設については「反対」が71％
－住民への説明については「十分に行われていない」が80％

1（1％）

89(80％)

21(19％)

行われた

行われていない

わからない

住民への説明は十分に行われたと思いますか？



〇「反対」の回答
－核というのは太陽と同じで燃え尽きるまでエネルギーを発する。私達はもう

歳だけど若い人達がその上で暮らすのだから反対 。
－原発で仕事をしてきた。なんでもかんでも、玄海町は金を持っとるけんって言って

なんでも持ってこようとする。
－すぐにでも原発を止めて欲しいと思っているのに、最終処分場だなんてありえない。
－作られたら誰も住まない。風評被害もでる。処分場について視察に行きましたと

町から報告はあったが、処分場について誰も説明は受けてない。

玄海町民へのアンケート

原子力行政にモノを言えない雰囲気がある中でも反対多数
原発そのものに対する懐疑や複雑な思いも吐露



〇政府・NUMOの動き
－4月から「対話の場」開始予定。NUMOの地域交流センターも開設。
－対話の場参加メンバーや選考過程など不透明
－反対住民の懸念に応える構成で健全な運営になるか不明確

〇佐賀市民の動き
－佐賀を中心に九州全体の文献調査反対ネットワーク組織の

設立準備中
－原発に反対の声を上げづらい玄海町の状況を

踏まえ、核ごみ問題に焦点絞る
－グリーンコープ関係者も参加

来年度から本格化する文献調査



6．私たちにできること
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私たちにできること

〇現場を知り

〇対案を学び

〇参画する



現場を知る
〇寿都
－町民の会は2カ月に一回チラシを発行。HPにも掲載 http://kakugomi.no.coocan.jp/
－生活クラブ北海道は寿都スタディーツアーなど実施。講演会では寿都産の

水産加工品など販売。核ゴミ反対の「マウコピリカ宣言」実施中。
－町民の会への寄付、住民の話を聞くウェビナー(水産加工業者、ペンション経営者など

地場産業を大事にしたい人たちが文献調査に反対)、スタディーツアー企画

〇玄海町
－新しく発足する核ゴミ反対組織を支援。賛同人になる。グリーンコープと連携。

http://kakugomi.no.coocan.jp/


対案を学ぶ
〇日本学術会議の報告書「高レベル放射性廃棄物の処分について」
－2010年に内閣府原子力委員会が審議依頼。2012年に報告書提出。

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-k159-1.pdf

〇提言内容
－政策の抜本的見直し：「説明の仕方が不十分」ではない。従来の政策（核燃料

サイクルなど）を白紙に戻して考え直せ。

－科学・技術的能力の限界の認識と科学的自律性の確保：現在の知見では地層処分の
安全性は不確か。批判に開かれた独立性のある専門家必要。

－暫定保管および総量管理：処分を前提としない長期の暫定保管と核ごみの総量の決定

－負担の公平性に対する説得力ある政策決定：金銭的便益提供による選定手続きの改善

－討論の場の設置による多段階合意形成：様々な利害関係者の参加の下、討論の場設置

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-k159-1.pdf


〇ドイツの事例
－調査の初期段階から市民参加と市民の独自の権限を法で規定
－国や事業者による選定プロセスをチェックする第三者機関が存在
－第三者機関が国民参加諮問機関（NBG）。

→地域の紛争の解決にあたる「参加担当官」を任命
→NUMOの選定プロセスに対する十分なチェック機関もなく（小委員会では不十分）

市民参加のあり方も経産省とNUMOが決め、地域に分断が起こっても
責任逃れする日本と対称的

－地表探査候補地域に「地域会議」を設置予定（日本の対話の場に相当）
→独自に専門家の助言を聞き、調査報告書を作成する権利保障。国の決定に対し

6ヶ月以内の審査請求権。
→対話の場の権限と大差あり。「丁寧な説明」「理解の醸成」をされる対象では

なく調査の主体。

対案を学ぶ



〇国民参加諮問委員会(NBG)
－組織形態：環境省が管轄（処分政策実施官庁や事業者から独立）
－委員：学識経験のある専門委員12名と市民代表6名の18名。市民委員のうち2名は若者。

専門委員は連邦議会と連邦参議院が選任し、市民委員は無作為抽出により選出。
－権限

①選定手続きに係るすべての文書の閲覧（会議資料、議事録、メールなど）
→日本では制限。小委員会の委員が要求しても限界。
②第三者からの学術的な助言
→技術WGで声明呼びかけ人との議論はあったが、不十分な審議
③国の担当官庁や事業者に対しいつでも相談可能で、意見を述べる
→小委員会では常時経産省やNUMOに意見を

述べることは困難
④選定プロセスに関してドイツ連邦議会に勧告
→日本では国会がほとんど選定プロセスに関与せず

対案を学ぶ



対案を学ぶ
〇CNICなど著「どうする？原発のごみ」１~４
－５は近々発行予定でドイツの事例紹介
－「CNICの本屋さん」で購入可：https://cnic.cart.fc2.com/

〇「どうする？原発のごみ全国交流集会」の提言
－5月27~28日に札幌で開催。「高レベル放射性廃棄物に関する提言」を発表

https://cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2023/05/4c8b699bd52ab08fa6a1c0558c06206c-1.pdf

https://cnic.cart.fc2.com/
https://cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2023/05/4c8b699bd52ab08fa6a1c0558c06206c-1.pdf
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参画する
－文献調査報告書への意見を提出する(4月18日まで)

https://www.numo.or.jp/chisoushobun/survey_status/#inspection

－NUMOは団体別の説明会も受け付け。パルシステムとして要請も可能。
－政府審議会の「特定放射性廃棄物小委員会」を監視。小委はライブ中継あり。資料も

ダウンロード可。「パブリックコメント」よりも「審議会パブリックビューイング」
が大切。
→韓国では審議会でマヌケな発言が出れば即座に声明を出したり、建物から出てくる

委員長に市民団体メンバーが詰め寄ることもしばしば
→北海道の市民団体(生活クラブ北海道含む)は審議に対する意見書や抗議文提出
→最近では第7次エネルギー基本計画などの関連審議会を監視の事例も

https://www.youtube.com/watch?v=Dr9FeYTdBhA&t=3521s

出典：8bitNews 

https://www.numo.or.jp/chisoushobun/survey_status/#inspection
https://www.youtube.com/watch?v=Dr9FeYTdBhA&t=3521s


原子力資料情報室は皆さまの
ご寄付によって支えられています

http://www.cnic.jp/support/donation

左記のQRコードから、携帯電話

スマートフォンでアクセスできます。

7
9

原子力資料情報室へのご寄付は寄付金控除の対象になります

ご寄付方法

①郵便振替 ００１４０－３－６３１４５ 原子力資料情報室

②銀行振込 ゆうちょ銀行 〇一九(ぜろいちきゅう)店 当座 ００６３１４５ 原子力資料情報室

③クレジットカード（ペイパル）
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まとめ

〇最終処分政策はまずおかしな前提を再検討するための議論をすべき

〇交付金と密室交渉で実質的に過疎に苦しむ自治体を狙い撃ちしている

〇寿都の地域分断は誤った国策によるコミュニティへの人権侵害と見るべき

〇文献調査は実施する意義が見出し難く住民懐柔への足掛かり

〇佐賀の文献調査が今後審議される特定放射性廃棄物小委員会への監視の強化を



ご清聴ありがとうございました！
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